
 1

江・浅井三姉妹博覧会協賛事業支援金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 江・浅井三姉妹博覧会実行委員会（以下「実行委員会」という。）は、この要

綱の定めるところにより、長浜市民又は米原市民が江・浅井三姉妹博覧会（以下「博

覧会」という。）を盛り上げるために実施する事業で、創意と工夫を凝らした事業（以

下「博覧会協賛事業」という。）に対し、支援金を交付するものとする。 

 

 （支援対象） 

第２条 支援対象は、複数の長浜市民又は米原市民等で構成される長浜市内又は米原市

内に活動の拠点を置く団体、事業所、サークル等のうち、政治活動及び宗教活動を主

たる目的としていない団体とする。 

 

 （支援対象事業） 

第３条 博覧会協賛事業として支援金の対象となる事業は、博覧会を盛り上げるために

市民の発意により実施される創意と工夫を凝らした事業で、かつ長浜市内又は米原市

内で実施される事業とする。 

２ 事業の内容が、下記のいずれかに該当する事業を対象とする。 

(１) 博覧会の開催を記念し、祝う事業 

(２) 浅井三姉妹を地域のブランドとして育てる事業 

(３) 長浜又は米原ならではの歴史・伝統・文化を学び、親しむ事業 

(４) 長浜又は米原の魅力を発信する事業 

  (５) 長浜又は米原の新たな文化・魅力を創造する事業 

  (６) 長浜又は米原ゆかりの地域との交流促進に寄与する事業 

  (７) 長浜市又は米原市の活性化に寄与する事業 

  (８) 実行委員会会長が博覧会を盛り上げるために必要と認める事業 

３ ソフト事業を基本とする。 

４ 営利を目的とした事業及び他の助成等を受けている事業は、対象事業としない。 

５ 平成 23 年 8 月 20 日から平成 23 年 12 月 4 日までの間に開催される事業を対象と

する。 

 

 （支援対象経費） 

第４条 支援金の交付対象となる経費は、対象事業に要する経費のうち、団体の管理運

営経費、飲食経費、その他実行委員会が不適当と認める経費を除いたものとする。 

 

 （支援金） 

第５条 支援金の額は、1 事業につき 25 万円を上限とし、支援金の額の総額は予算の

範囲内とする。 
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 （事業の募集） 

第６条 実行委員会は、支援金の対象となる事業を決定するために、期間を定めて募集

するものとする。 

 

 （交付申請） 

第７条 支援金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、江・浅井三姉

妹博覧会協賛事業支援金交付申請書（別記様式第１号。以下「申請書」という。）を

会長に提出しなければならない。 

(１) 実施計画書（別記様式第２号） 

(２) 収支予算書（別記様式第３号） 

 

 （審査） 

第８条 会長は、申請書の提出があったときは、支援金の交付の可否及び支援金の額に

ついて審査するものとする。 

 

 （交付決定） 

第９条 会長は、前条の規定による審査の上、内容を適当と認めるときは、支援金の交

付決定を行い、江・浅井三姉妹博覧会協賛事業支援金交付決定通知書（別記様式第４

号）により、申請者に通知するものとする。 

２ 会長は、前項の場合において、交付の目的を達成するために必要な条件を付すこと

ができる。 

３ 会長は、支援金を交付しないことを決定したときは、江・浅井三姉妹博覧会協賛事

業支援金不交付決定通知書（別記様式第４号の２）により、申請者に通知するものと

する。 

 

 （事業の中止又は変更） 

第１０条 支援金の交付決定を受けた団体等（以下「交付決定者」という。）は、支援

事業を中止又は事業内容を変更しようとするときは、江・浅井三姉妹博覧会協賛事業

変更（中止）承認申請書（別記様式第５号）を提出し、あらかじめ、会長の承認を受

けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。 

 

 （実績報告） 

第１１条 交付決定者は、事業が完了したときは、終了後 30 日以内に、次に掲げる書

類を添えて、江・浅井三姉妹博覧会協賛事業完了報告書（別記様式第６号）を会長に

提出しなければならない。 

  (１) 実施報告書（別記様式第７号） 

  (２) 収支決算書（別記様式第８号） 

  (３) その他参考となる資料（パンフレット、写真等） 
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 （支援金の額の確定） 

第１２条 会長は、前条の規定による報告を受けたときは、これを審査の上、支援金の

額の確定を行い、江・浅井三姉妹博覧会協賛事業支援金確定通知書（別記様式第９号）

により、交付決定者にその旨を通知するものとする。 

 

 （支援金の交付） 

第１３条 支援金の交付は、精算払いとする。ただし、支援金の交付目的を達成するた

めに会長が必要と認めるときは、概算払いにより交付することができる。 

２ 交付決定者は、支援金の精算交付を受けようとする場合は、江・浅井三姉妹博覧会

協賛事業支援金交付請求書（別記様式第１０号）を、概算交付を受けようとする場合

は、江・浅井三姉妹博覧会協賛事業支援金概算交付請求書（別記様式第１１号）を会

長に提出しなければならない。 

 

 （交付決定の取り消し等） 

第１４条 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消し、又は

既に交付した支援金の全部もしくは一部を返還させることができる。 

  (１) 申請者が虚偽の申請又は不正行為をしたとき 

  (２) 申請者がこの要綱に違反したとき 

  (３) 交付決定に付された条件に違反したとき 

 

 （その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２３年７月１１日から施行する。 

 （要綱の失効） 

２ この要綱は、平成２４年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

 


